
令和７年度東京都スポーツ少年団競技別交流大会 

【サッカー競技の部】実施要項 

 

１ 趣 旨 

  東京都のスポーツ少年団員に競技する機会を与え、少年団相互の交流を深め、あわせて少年団活

動の活発化と発展を図る。 

 

２ 主 催 

  公益財団法人東京都スポーツ協会・東京都スポーツ少年団 

 

３ 主 管 

  東京都スポーツ少年団指導者協議会 

 

４ 協 賛 

  株式会社モルテン（予定） 

 

５ 期 日 

  令和７年 6月８日（日） 

 

６ 会 場 

  駒沢公園総合運動場 補助競技場・第二球技場 

  ※所在地 世田谷区駒沢公園 1-1 

 

７ 参 加 資 格 

 （１）令和７年度スポーツ少年団登録（入力）している団員、指導者であること。 

    ※区市本部で必ず確認すること。 

 （２）団員は、高学年大会は小学校 5年生から 6年生であることを原則とするが、単独チームで人

数が不足の場合は、小学校 4 年生の参加を認める。ただし、事前に都本部へ連絡し、了解を

得ること。 

中学年大会は小学校 3年生から 4年生であることを原則とするが、単独チームで人数が不足

の場合は、小学校 3年生以下の参加を認める。ただし、事前に都本部へ連絡し、了解を得る

こと。 

今大会より女子大会も追加します。原則小学校 3年生以上とする。ただし、人数が不足の場

合は、合同チームも OKとする。ただし、都本部へ連絡し、了解を得ること。 

 （３）引率責任者を除き、代表指導者（監督）、指導者（コーチ）は、スポーツ少年団の理念を学ん

だ者（スタートコーチジュニア・ユース、旧認定育成員、旧認定員、旧認定員でスポーツコ

ーチングリーダーに移行済みの者）であり登録システムで指導者登録をしていること。 

 （４）スポーツ安全保険に加入している者であること。 

 

８ チーム編成 

  高学年大会、中学年大会、女子大会とも原則引率責任者 1名、代表指導者（監督）1名、 

指導者（コーチ）2名、原則団員 20名以内、ただし、合同チームは引率責任者 1名、代表指導者

1名（引率兼務 OK）とする（サッカーは関東大会がないため）。 

９ 競 技 方 法 

  全チームによる予選リーグ戦方式と決勝トーナメント戦方式の組合せとする 

10 競 技 規 則 

 （１）特に定められた以外は、IFAB競技規則最新版による。 



 

  

（２）競技規則、試合時間は大会方式により決定。8人制。3人審判。JFA8人制規則。ただし、決

勝戦においては 10 分の延長戦を行い、なお決しない場合は 3 人の代表による PK 方式で決

定する。 

 （３）登録選手の選手交代は自由とする。 

 （４）選手はユニフォームを着用し、背番号を必ず付けること。 

 （５）スパイクはゴム底固定ポイントとする。 

 （６）人工芝内の飲料水は水のみとする。ただし、熱中症対策時は、経口補水液、スポーツドリン

ク、食塩水等使用許可。 

 （７）使用球は 4号球縫いとする。 

 （８）危険防止のため、「すね当て」を着用し、爪は試合前日に切っておくこと。 

11 表  彰 

  第 1位、第 2位、第 3位（2チーム）には賞状、楯を授与する。 

 

12 申 込 方 法 

（１）単位団は、区市本部締切日までに、Web登録システムで申込者を登録（入力）し 

区市本部に登録申請を行い、必要事項を入力した「申込書」を区市本部に提出すること。※ 

申込書に代表者会議出席者の氏名記載を忘れずにお願い致します。 

（２）区市本部は、都本部申込締切日までに提出された内容をWeb登録システムで精査確認 

（登録、資格等）の上、メール（捺印のある PDF）を都本部（sposyo@tokyo-sports.or.jp） 

に e-mailで送付すること。 

また、申込書データを各競技担当者へメール添付で送信または郵送すること。 

    ※登録いただいている区市本部メールアドレスからの提出は、正式申請とみなします。 

※単位団から直接のメール申請は、無効となり受付いたしません。 

（３）単位団は「申込書」の写し（データ含む）を必ず保管すること。 

13 申 込 締 切 

 （１）区市本部へ提出  令和 7年 5月 15日（木） 

 （２）都本部へ提出   令和 7年 5月 20日（火） 

 

14 注 意 事 項 

 （１）団旗に令和７年度の登録リボンを付けてベンチ付近に安全に立てて置くこと。また、団員は

団員章を、指導者は指導者章を身に付けること。 

 （２）参加チームは 5月 15日（木）までにWeb登録システムに登録（入力）すること。 

 （３）締切日までに登録のない指導者・団員は試合の出場を認めない。 

 （４）審判は必ず大会当日忘れずに印鑑を持参すること。印鑑持参しない審判は認めません。 

 （５）本部当番は城西ブロックの単位団が当日の運営委員とする 

15 代表者会議 

  参加チームの責任者が必ず参加のこと。雨天時の連絡方法は、この会議で決定となります。 

 令和７年 5月 22日（木）18：45～  会場：東京体育館第一会議室 

※代表者会議から大会期日まで 17 日間なので、会議前にサッカー部会で詳細要項を検討してお

く。 

16 申 込 先 

  【正】〒160-0013 新宿区霞ヶ丘町 4-2 Japan Sport Olympic Square 10 階 

    公益財団法人東京都スポーツ協会 東京都スポーツ少年団 

    TEL：03-6804-8121 FAX：03-6804-8263 

  【副（サッカー担当者）】 

    〒158-0091 世田谷区中町 1-18-12 細井 友治 

    TEL：090-5321-1207 E-mail：66z9c2@bma.biglobe.ne.jp 
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